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　区域見直しに伴い、帰還困難区域への立入り方法が次のとおり変更となります。

▶帰還困難区域にある自宅等へ一時立入りを行う場合
・立入り予定日の10日前までに「立入りコールセンター」に申し込みを行い、通行証の発行を受
けてください。

・申請の際、国から送付されている書類に掲載の問い合わせ番号を伝えていただくと受付をス
ムーズに進めることができます。

・申込先　電話番号 0120－234－530（午前８時～午後９時）
※天候や国による立入り準備の都合上、一時立入りを実施できない月があります。

▶帰還困難区域及び警戒区域を通過して、町内の避難指示解除準備区域又は居住制限区域に一
時立入りを行う場合
・立入り予定日の10日前までに、富岡町役場生活支援課に申し込みを行い、通行証の発行を受
けてください。

▶自宅が避難指示解除準備区域又は居住制限区域にあり、帰還困難区域にある実家等に一時立
入りを行う場合
・立入り予定日の10日前までに、富岡町役場生活支援課にお問い合わせください。個別に対応
となります。

  注意点
　①これまでの一時立入りと異なり、ご自分の希望する日に立入りできますが、１日当たりの

立入可能世帯数に上限があるため、希望月日が上限に達した場合は、別の日を選択してい
ただくようになります。

　②帰還困難区域への立入りは、原則月１回です。
　③帰還困難区域及び警戒区域を通過する場合、通行できる道路が限られます。
　④15歳未満、妊娠している方の立入りは控えてください。
※バス立入り等詳細につきましては、同封されている「帰還困難区域等への一時立入り方法につ
いて」をご覧ください。

問生活支援課

帰還困難区域への一時立入りについて
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避難先住所の届け出をされ
ていない方や避難先を移動
された方は、電話等により
避難先の情報を富岡町役場
に届け出てください。

国民健康保険からのお知らせ国民健康保険からのお知らせ
春は異動の季節です。国保の届出をお忘れなく

　手続きは、富岡町役場郡山事務所または、いわき、三春、大玉の各出張所でも受付できます。
※役場への届出がないと国民健康保険の加入及び脱退はできません。新たに職場の健康保険に
加入または脱退した際も、役場での手続きが必要です。
※手続きは郵送でもできますので、ご連絡ください。

問健康福祉課　国保年金係

避難先届出のお願い避難先届出のお願い

こんなとき・・・ 届出に必要なもの

国保に加入するには・・・
職場の健康保険をやめたとき 社会保険資格喪失証明書等、印鑑
職場の健康保険の扶養からはずれたとき 社会保険扶養資格喪失証明書等、印鑑
転入のとき（先に郡山事務所戸籍係での転入手続きが必要。
転入は戸籍届出等に伴う特例に限る。）

生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書、印鑑
※６０歳以上６５歳未満の方で、社会保険等に２０年以上（又は４０歳以降１０年以上）加入されていた場合は、退職者医療制度に
　該当しますので、年金証書をご持参ください。

国保をやめるには・・・
職場の健康保険に加入したとき
職場の健康保険の扶養になったとき

転出のとき（先に郡山事務所戸籍係での転出手続きが必要。）

生活保護を受けるようになったとき 保険証、保護開始決定通知書、印鑑
※保険証を役場に返しただけでは、国保を抜けたことにはなりません。

その他の手続き・・・
修学のため転出するとき 保険証、在学証明書、印鑑
修学のため転出していた方が修学を終えたとき 保険証、卒業証書等、印鑑
世帯主や氏名が変わったとき 保険証、印鑑
保険証をなくしたとき 身分を証明するもの、印鑑

国保と職場の健康保険の両方の保険証、印鑑

他市区町村の転出証明書、印鑑

保険証、印鑑
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富岡町の高校生の皆さん、この夏、日本一高い富士山に登ってみませんか？
山頂に立ち、次なる東北を支える新たな勇気と元気を山からもらって前へ進んでほしいと心
から願っています。諦めず一歩一歩登っていけば、自分の夢はかなえられます。それをぜ
ひ、体感してください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東北の高校生の富士登山　発起人　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　登山家　田部井　淳子　

お知らせ

東北の高校生の富士登山 登ろう！日本一の富士山へ

主　　催　　株式会社山と溪谷社・日本山岳遺産基金、田部井淳子
期　　日　　2013年７月22日（月）～23日（火）【１泊２日】
集　　合　　7月22日（月）　いわき駅AM６時30分、郡山駅AM７時30分
解　　散　　7月23日（火）　郡山駅21時、いわき駅22時
場　　所　　【富士登山】静岡県／富士宮ルート　【宿泊】六合目　雲海荘
参 加 費　　500円（集合場所までの交通費は各自負担）
対　　象　　被災した東北の高校生　45名（1日７～８時間歩ける体力が必要です）
装　　備　　登山に適した装備、服装（希望者には、無料で装備、服装のレンタルあり）
旅行取扱　　アルパインツアーサービス株式会社　

 申込みチラシの請求方法 
「東北の高校生の富士登山　申込みチラシ請求」と明記のうえ、FAX03-3264-2116 に、
①お名前、②住所、③電話番号をお知らせください（５月10日まで）。折り返し申込み用のチラ
シを郵送させていただきます。

問タベイ企画内　TEL 03－3264－6426

　富岡町仮設住宅自治会としては13番目の発
足となる、いわき市平下高久応急仮設住宅自治
会の設立総会が、３月23日に開催されました。
　下高久応急仮設住宅は昨年10月から入居が
開始され、現在89世帯169人が生活されていま
すが、町民有志が準備会を立ち上げ、今回の自
治会組織設立に至りました。
　当日は、準備会の代表者が設立までの経過を
説明したあと、自治会規約の制定や役員選出を
行い、会長に遠藤一廣さん、副会長に横田千秋
さんと大竹和子さんが選ばれ「住民同士の親睦
を深め、力を合わせて避難生活を乗り切ろう。」
と挨拶しました。

下高久応急仮設住宅自治会設立総会


